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  《建学の精神》 
 

１．社会連帯を基調とした、義務を実行する自由人たれ。 

 

２．学問に徹し、求学の精神の持ち主たれ。 

 

３．道義の精神を高揚し、誇り高き人格者たれ。 

 

４．国を愛し、民族を愛する国民たれ。 

 

５．自然を愛し、平和を愛する国際人たれ。 

 

 

  《学園訓》 
 

１．すべてのことに「まこと」をつくそう。 

 

２．最後までやり抜く「強い意志」を養おう。  
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桐 蔭 学 園 沿 革 

 
 

桐蔭学園は、横浜市西北部の鶴見川沿いの緑豊かな丘陵に、昭和39年に高等学校を設立により発足しました。

その後、工業高等専門学校、中学校、小学校、幼稚園を設置し、大きく発展を遂げるとともに、文武両道の学園

としてその名を全国に知らしめるほどになりました。 

この基盤の上に、学園の理想であった一貫教育を実現するため、昭和63年に工学部2学科からなる「桐蔭学園横

浜大学」を設置、その後も平成４年に同大学院工学研究科修士課程、平成5年に同法学部、平成6年に同大学院工

学研究科博士後期課程、平成9年に同大学院法学研究科修士課程が設置し、同時に大学の名称を、「桐蔭横浜大学」

に変更しました。大学名称変更後も、平成11年には同大学院法学研究科博士後期課程、平成16年に同大学院法務

研究科、平成17年に同医用工学部、平成20年にスポーツ健康政策学部、平成27年4月には同大学院スポーツ科学研

究科修士課程が設置しました。さらに令和5年に同スポーツ科学部と同現代教養学環を設置し、現在に至ります。 

 

 桐蔭学園の主な沿革は、次の通りです。 

 

1964（昭和39）年 4月  学校法人桐蔭学園設立、桐蔭学園高等学校開設 

1965（昭和40）年 4月  桐蔭学園工業高等専門学校開設 

1966（昭和41）年 4月  桐蔭学園中学校開設 

1967（昭和42）年 4月  桐蔭学園小学部開設 

1969（昭和44）年 4月  桐蔭学園幼稚部開設 

1988（昭和63）年 4月  桐蔭学園横浜大学技術開発センター開設 

桐蔭学園横浜大学（工学部）開設 

8月  桐蔭メモリアルホール開設 

1991（平成 3）年11月  桐蔭学園工業高等専門学校廃止 

1992（平成 4）年 4月  ドイツ桐蔭学園開設 

桐蔭学園横浜大学大学院工学研究科修士課程開設 

1993（平成 5）年 4月  桐蔭学園横浜大学法学部開設 

1994（平成 6）年 4月  桐蔭学園横浜大学大学院工学研究科博士後期課程開設 

桐蔭学園横浜大学情報センター開設 

桐蔭人間科学工学センター開設 

1997（平成 9）年 4月  桐蔭横浜大学に名称変更 

桐蔭横浜大学大学院法学研究科修士課程開設 

1999（平成11）年 4月  桐蔭横浜大学法学部昼夜開講制開設 

桐蔭横浜大学工学部学科改組（第1次） 

桐蔭横浜大学大学院法学研究科博士後期課程開設 

桐蔭横浜大学桐蔭生涯学習センター開設 

2000（平成12）年 4月  桐蔭横浜大学先端医用工学センター開設 

2001（平成13）年 4月  桐蔭学園中等教育学校開設、桐蔭横浜大学留学生別科開設 

5月  桐蔭学園メモリアルアカデミウム開設 

2003（平成15）年 4月  桐蔭横浜大学大学院工学研究科修士課程改組 

2004（平成16）年 2月  桐蔭学園交流会館開設 

4月  桐蔭横浜大学大学院法務研究科（法科大学院）開設 

2005（平成17）年 4月  桐蔭横浜大学工学部学科改組（第2次） 

桐蔭横浜大学大学院工学研究科博士後期課程改組 

桐蔭横浜大学医用工学部開設 

2008（平成20）年 4月  桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部開設 

2015（平成27）年 4月  桐蔭横浜大学大学院スポーツ科学研究科修士課程開設 

2023（令和 5）年 4月   桐蔭横浜大学スポーツ科学部開設  

桐蔭横浜大学現代教養学環開設 
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桐蔭横浜大学 
2026（令和 8）年度 学年暦 

（大学・大学院） 

 

 

前期開始 

入学式（大学・大学院） 

新入生オリエンテ－ション 

在学生オリエンテーション（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ予定） 

定期健康診断（予定） 

前期履修申告期間 

履修上限を超えた授業の抽選日 

前期授業開始 

履修申告修正期間 

休日水曜日授業開講日 

前期集中授業履修申告期間 

前期通常授業終了日 

前期補講期間 

前期定期試験 

前期集中授業 

 

夏期休業 

 

９月卒業者・修了者発表 

９月卒業式・修了式（大学・大学院） 

 

後期履修申告期間 

後期オリエンテーション 

履修上限を超えた授業の抽選日 

履修申告修正期間 

後期授業開始 

燦爛祭 

休日月曜日授業開講日 

休日火曜日授業開講日 

学園創立記念日水曜日授業開講日 

休日月曜日授業開講日 

後期集中授業（IAL ﾀｰﾑ）履修申告期間 

後期通常授業終了日 

後期補講期間 

後期定期試験 

冬期休業 

 

IAL ターム（入学試験日等は除く） 

 

春期休業 

卒業者・修了者発表 

卒業式・修了式（大学・大学院） 

学年終了 

４月  １日（水） 

４月  ２日（木） 

４月  ３日（金）～  ４月１１日（土） 

４月  ６日（月） 

４月 １日（水）～  ４月 ４日（土） 

４月 ３日（金）～  ４月 ９日（木） 

４月１０日（金） 

４月１３日（月） 

４月１３日（月）～ ４月１８日（土） 

４月２９日（祝・水） 

７月 １日（水）～  ７月  ７日（火） 

７月１５日（水） 

７月１６日（木）～  ７月１８日（土） 

７月２１日（火）～  ７月２７日（月） 

７月２８日（火）～ ８月 １日（土） 

８月１７日（月）～  ８月３１日（月） 

７月２８日（火）～  ８月３１日（月） 

 

９月 １日（火） 

９月１１日（金） 

 

９月 ４日（金）～  ９月１０日（木） 

９月 ７日（月） 

９月１１日（金） 

９月１４日（月）～  ９月１９日（土） 

９月１４日（月） 

 ９月２０日（日）～ ９月２１日（月） 

１０月１２日（祝・月） 

１１月  ３日（火） 

１１月  ４日（水） 

１１月２３日（月） 

１２月  １日（火）～１２月 ７日（月） 

１２月１６日（水） 

１２月１７日（木）～１２月１９日（土） 

１２月２１日（月）～１２月２６日（土） 

１２月２８日（月）～  １月  ３日（日） 

 

１月 ４日（月）～  ２月２７日（土） 

 

３月  １日（月）～  ３月３１日（水） 

３月  １日（月） 

３月１３日（土） 

３月３１日（水） 
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桐蔭横浜大学大学院学則 

（平成4年4月1日制定） 

最終改正：令和6年4月1日 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 桐蔭横浜大学大学院（以下「大学院」という｡）は、桐蔭横浜大学の建学の精神に基づき、学術の理

論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。 

 (自己点検及び評価) 

第２条 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究

の状況について自己点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

2 前項の自己点検及び評価の結果については、大学院以外の機関（者）による検証を行うものとする。 

3 自己点検及び評価に関する必要な事項は、別に定める。 

 (研究科及び課程) 

第３条 大学院に次の研究科を設け、修士課程及び博士後期課程を置く。 

  法学研究科 

   修士課程 

   博士後期課程 

  工学研究科 

   修士課程 

   博士後期課程 

  スポーツ科学研究科 

   修士課程 

2 （削除） 

3 （削除） 

4 （削除 

 (修士課程) 

第４条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要

する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。 

 (修士課程の教育研究上の目的) 

第５条 法学研究科修士課程は、法に通暁した高度専門職業人を養成するとともに、高度に国際化した法の現

状に対応しうる能力を養成し、加えて一層高度な研究に堪えうる能力及び知見を養成するものとする。 

2 工学研究科修士課程は、工学に関する専門領域の知識を身に付け、研究並びに実験を通じて新規の論理と

技術を提案し、国際的な研究発表活動にも対応できる能力を有する研究者を養成するものとする。 

3 スポーツ科学研究科修士課程は、学際的な学術領域としてのスポーツ科学を体系的に修得し、その成果を

高度専門的職業人として、社会の発展に貢献できる人材を養成するものとする。 

 (博士後期課程) 

第６条 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

 (博士後期課程の教育研究上の目的) 

第７条 法学研究科博士後期課程は、法律学に関する専門的な研究職及び高度な法律専門職等を志望する者を

養成するものとする。 
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2 工学研究科博士後期課程は、工学に関する専門領域の研究並びに実験に精通しながら独自の論理と技術を

構築し、専門分野とその周辺の工学分野に高度な知識を有しながら、国際的、学際的な研究活動も推進する能

力を持つ研究者を養成するものとする。 

 (専攻) 

第８条 研究科に次の専攻を置く。 

  法学研究科 

   修士課程 法律学専攻 

   博士後期課程 法律学専攻 

工学研究科 

   修士課程 医用工学専攻 

   博士後期課程 医用工学専攻 

  スポーツ科学研究科 

   修士課程  スポーツ科学専攻 

 (入学定員及び収容定員) 

第９条 研究科の専攻別、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

 (修業年限及び在学年限) 

第１０条 修士課程の修業年限は、2年とする。ただし、優れた業績を上げた者については、修業年限を1年と

して、学長がこれを決定することができる。 

2 修士課程には4年を超えて在学することはできない。 

3 博士後期課程の修業年限は、3年とする。ただし、優れた研究業績を上げたと認められる者については、修

業年限を大学院に3年（修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年

の在学期間を含む）として、学長がこれを決定することかできる。 

4 博士後期課程には5年を超えて在学することはできない。 

5 第20条及び第21条の規定により入学した者の修業年限及び在学年限については、学長がこれを決定する。 

6 第22条の規定により編入学した者の修業年限は2年とする。ただし、優れた研究業績を上げたと認められる

者については、修業年限を1年として、学長がこれを決定することかできる。 

 

第２章 運営組織 （略） 

 

第３章 学年、学期及び休業日 

 (学年) 

第１４条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。 

 (学期) 

研 究 科 専 攻 
修 士 課 程 博 士 後 期 課 程 合 計 

入 学 定 員 収 容 定 員 入 学 定 員 収 容 定 員 収 容 定 員 

法 学 研 究 科 法 律 学 専 攻 10 20 2 6 26 

工 学 研 究 科 医 用 工 学 専 攻 14 28 6 18 46 

ス ポ ー ツ 

科 学 研 究 科 
ス ポ ー ツ 科 学 専 攻 10 20 － － 20 

合 計 34 68 8 24 92 
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第１５条 学年を次の2学期に分ける。 

(1) 前期   4月1日から 9月20日まで 

(2) 後期   9月21日から 翌年の3月31日まで 

2 学長は、必要がある場合は、前項に定める学期の期間を変更することができる。 

 (休業日) 

第１６条 休業日を次のように定める。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和28年法律第178号）に定める休日 

(3) 学園創立記念日 11月4日 

(4) 春期休業    3月1日から  4月5日まで 

(5) 夏期休業    8月1日から  9月20日まで 

(6) 冬期休業    12月21日から 翌年の1月7日まで 

2 学長は、必要がある場合は、前項に定める休業日を臨時に変更することができる。 

3 学長は、第1項に定める休業日以外に、臨時に休業日を定めることができる。 

 

第４章 入学、転入学及び再入学等 

 (入学の時期) 

第１７条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、後期の始めに許可することがある。 

 (入学資格) 

第１８条 大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

1 修士課程 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 

16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学に3年以上在学し、大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた

者 

(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で、22歳に達した者 

 

2 博士後期課程 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相

当する学位を授与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら
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れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力

があると認めた者で、24歳に達した者 

 (出願手続) 

第１９条 大学院へ入学を志願する者は、入学願書に、所定の入学検定料及び書類を添えて、指定の期日まで

に出願手続をしなければならない。 

2 出願手続に関する必要な事項は、別に定める。 

 (選考及び合格者の決定) 

第２０条 前条の入学志願者に対して、研究科ごとに試験その他の方法により選考を行う。 

2 前項による選考の結果を受け、学長は合格者を決定し、通知する。 

3 選考及び合格者の決定に関する必要な事項は、別に定める。 

 (入学手続及び入学許可) 

第２１条 前条により通知を受けた者は、指定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の学費

を納入し入学手続をしなければならない。 

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に対して、研究科委員会の意見を聴き、入学を許可する。 

 (編入学) 

第２２条 法務博士の学位を有する者で大学院法学研究科博士後期課程に編入学を志願する者があるときは、

法学研究科委員会の意見を聴き、学長が博士後期課程2年次への編入学を許可することがある。 

2 編入学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (転入学) 

第２３条 他の大学院の学生で、大学院に転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、研究科

委員会の意見を聴き、学長が相当年次に入学を許可することがある。 

2 転入学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (再入学) 

第２４条 第48条の規定により大学院を退学した者又は第51条第1項第3号の規定 

により除籍された者で、大学院への再入学を志願する者があるときは、研究科委員会の意見を聴き、学長が相

当年次に入学を許可することがある。 

2 再入学を出願できる研究科専攻は、原則として退学又は除籍時に所属した研究科専攻とする。 

3 再入学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (編入学、転入学及び再入学の入学手続等) 

第２５条 前3条の規定により入学を志願し、許可された者の入学手続等については、第21条の規定を準用す

る。 

 (編入学等における単位の取扱い) 

第２６条 第22条、第23条及び第24条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した

単位数の取扱い等については、学長がこれを決定する。 

2 編入学等の単位の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。 

第５章 教育課程及び履修方法等 

（1年間の授業期間） 

第２７条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 

 (教育方法及び研究指導) 

第２８条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 
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2 履修方法に関する必要な事項は、別に定める。 

 (教育方法の特例) 

第２９条 大学院設置基準第14条特例の実施により、大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認

められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業若しくは研究指導を行う等の適当な方法によ

り教育を行うことができる。 

 (授業科目及び単位数) 

第３０条 研究科の各専攻の授業科目及び単位数は、別表第１（法学研究科授業科目及び単位数）、別表第2

（工学研究科授業科目及び単位数）、別表第3（スポーツ科学研究科授業科目及び単位数）及び別に定める教職

課程のとおりとする。 

 (教職課程) 

第３１条 修士課程において、教育職員免許状の取得を希望する者は、教職課程の中から、教育職員免許法

（昭和24年法律第147号）及び同法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める授業科目及び単位数を取得

しなければならない。 

2 教職課程に関する必要な事項は、別に定める。 

 (履修) 

第３２条 学生は、定められた授業科目の中から、各学期に履修する授業科目をあらかじめ申告しなければな

らない。 

2 履修に関する必要な事項は、別に定める。 

 (修得単位) 

第３３条 修士課程においては、その在学期間中に所要の授業科目を30単位以上修得するほか、必要な研究指

導を受けなければならない。 

 (単位計算の基準) 

第３４条 授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要が

あると認められる場合はこの限りではない。 

2 単位は授業科目の種類により、その計算基準を次の各号のとおりとする。 

(1) 講義については、15時間の講義をもって1単位とする。 

(2) 演習については、30時間の演習をもって1単位とする。 

(3) 実験及び実習については、45時間の実験及び実習をもって1単位とする。 

(4) 講義と演習、実験又は実習を併用して行う授業においては、講義を15時間、演習、実験又は実習を30時

間をもって1単位とし、講義の時間を15時間で除した値と、演習、実験又は実習の時間を30時間で除した値の

合計で与えられる単位数が1であることをもって1単位とする。 

 (成績評価基準等の明示) 

第３５条 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画を

あらかじめ明示するものとする。 

2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するために、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとす

る。 

3 成績評価基準等に関する必要な事項は、別に定める。 

 (単位授与及び修得認定) 

第３６条 修士課程においては、授業科目の履修単位は、試験又は研究報告により合格した者に単位を授与す

るものとする。 

2 博士後期課程においては、法学研究科は研究指導、工学研究科は特別演習及び特別研究について、試験又

は研究報告により合格した者に単位の授与又は修得認定するものとする。 
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3 前2項の認定は、学期末又は学年末に行う。 

 (他大学院における授業科目の履修等) 

第３７条 教育上有益と認めるときは、他の大学院又は大学院以外の教育施設等の授業科目を履修させること

ができる。 

2 前項の規定により他大学院における授業科目を履修し、修得した単位については、学長が10単位を超えな

い範囲で修了の要件となる単位として認定することができる。 

3 単位の認定に関する必要な事項は、別に定める。 

 (学位論文及び最終試験) 

第３８条 修士課程においては、修士論文は、所定の単位を修得してから提出するものとする。最終試験は、

所定の単位を修得した者で、修士論文の審査に合格した者に対して行う。 

2 博士後期課程においては、博士論文は、法学研究科は研究指導で所定の単位を修得し、工学研究科は特別

演習及び特別研究で修得認定を受けてから提出するものとする。最終試験は、博士論文の審査に合格した者に

対して行う。 

第６章 課程の修了要件及び学位の授与 

 (修士課程の修了要件) 

第３９条 修士課程の修了要件は、第10条の規定による修学年限以上在学し、専攻科目について必修を含む30

単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、各修士課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題に

ついての研究成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

2 前項の修了要件を満たした者に対して、研究科委員会の意見を聴き、学長が修了を認定する。 

 (博士後期課程の修了要件) 

第４０条 博士後期課程の修了要件は、第10条の規定による修学年限以上在学し、法学研究科は単位制による

授業を行い、博士後期課程を通じて学生の指導教授（主）が所属する研究分野で、研究指導を必修とし、12単

位を修得したうえ、大学院が行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。工学研究科は必修

として開設される特別演習及び特別研究の12単位を修得し、博士後期課程を通じて指導教授（主）に必要な研

究指導を受けたうえで、大学院が行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

2 第22条の規定により編入学した者の修了要件は、第10条の規定による修業年限以上在学し、必要な研究指

導を受けたうえ、大学院が行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

3 前2項の修了要件を満たした者に対して、研究科委員会の意見を聴き、学長が修了を認定する。 

 (学位の授与) 

第４１条 大学院修士課程を修了した者に対し、研究科委員会の意見を聴き、学長は、「修士（法学）」、「修士

（工学）」又は「修士（スポーツ科学）」の学位を授与する。 

2 大学院博士後期課程を修了した者に対し、研究科委員会の意見を聴き、学長は、「博士（法学）」又は「博

士（工学）」の学位を授与する。 

 (論文提出による博士の学位) 

第４２条 前条第2項に定めるものの他、大学院の博士の課程を経ずして博士の学位を得ようとする者は、学

位論文を提出して、審査を請求することができる。 

2 大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の

学力を有することを確認された者には、研究科委員会の意見を聴き、学長が博士の学位を授与する。 

 (学位規程) 

第４３条 学位及び学位の授与については、大学院学則の他、別に定める桐蔭横浜大学学位規程による。 

 第７章 休学、復学、退学、転学及び留学 

 (休学) 

第４４条 病気その他特別な理由により引続き2か月以上修学することができない者は、休学願にその理由を



- 13 - 

 

証明する書類を添えて提出したうえで、学長の許可を得て休学することができる。 

2 疾病のため修学が不適当と認められた者に対しては、学長は休学を命ずることができる。 

3 休学期間は、修士課程及び博士後期課程においては、通算して2年を超えることができない。 

4 休学期間は、在学期間に算入しない。 

5 休学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (復学) 

第４５条 休学期間中にその理由が消滅したときは、復学願を提出し、学長の許可を得て復学することができ

る。 

2 復学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (転学) 

第４６条 大学院の学生で、他の大学の大学院へ転学を志願する者があるときは、学長がこれを許可すること

がある。 

2 転学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (留学) 

第４７条 大学院の学生が、外国の大学院で修学することを志願する者があるときは、学長がこれを許可する

ことがある。 

2 留学に関する必要な事項は、別に定める。 

 (退学) 

第４８条 疾病その他やむを得ない理由により退学しようとする者は、その事由を記載した退学願を提出し、

学長の許可を得なければならない。 

2 退学に関する必要な事項は、別に定める。 

 第８章 賞罰及び除籍 

 (表彰) 

第４９条 大学院の学生として特に善行のあった者に対して、学長が表彰を行うことがある。 

2 大学院在学中、成績、人物共に秀でた者に対して、修了時に学長が表彰を行うことがある。 

3 表彰に関する必要な事項は、別に定める。 

 (懲戒) 

第５０条 大学院の学生が、大学院の規則に違反し、その他学生の本分に反する行為をした場合には、学長が

これを懲戒する。 

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。 

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがない者 

(2) 学業を怠り成業の見込みがない者 

(3) 正当な理由なくして出席常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

4 停学期間は、原則として在学年数に算入しない。 

5 懲戒に関する必要な事項は、別に定める。 

 (除籍) 

第５１条 次の各号の一に該当する者は、学長がこれを除籍する。 

(1) 第10条に規定する在学年限を超えた者 

(2) 第44条第3項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者 

(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(4) 死亡又は行方不明の者 
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2 除籍に関する必要な事項は、別に定める。 

 第９章 学費及び奨学制度 

 (入学検定料及び学費等) 

第５２条 大学院に入学を志願する者は、第19条の規定により入学検定料を支払わなければならない。 

2 第20条により通知を受けた者は、所定の入学金、授業料、施設設備費及び実験実習費等（以下「学費等」

という。）を指定の期日までに支払わなければならない。 

3 大学院の学生は、所定の学費等を指定の期日までに支払わなければならない。 

4 休学中の学生並びに科目等履修生及び研究生（以下「科目等履修生等」という。）は、所定の学費等を指定

の期日までに支払わなければならない。 

5 入学検定料及び学費等に関する必要な事項は、別に定める。 

 (学費等の猶予) 

第５３条 経済的理由により学費の納付が困難であり、学業優秀と認められる場合又はその他やむを得ない事

情があると認められる場合は、授業料の全部又は一部の徴収を猶予することがある。 

2 学費等の猶予に関する必要な事項は、別に定める。 

 (奨学) 

第５４条 経済的理由によって修学が困難な者及び特に学力又は各種能力が優れている者には、奨学の方法を

講じることができる。 

2 奨学の方法は、学費の減免及び給付とする。 

3 奨学に関する必要な事項は、別に定める。 

第１０章 外国人留学生及び科目等履修生等 

 (外国人留学生) 

第５５条 日本国籍を有さない者で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、大学院に入学を志願

する者があるときは、大学院の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ、研究科委員会の意見を聴き、学長

が外国人留学生として入学を許可することがある。 

2 外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。 

 (科目等履修生) 

第５６条 大学院において、特定の授業科目等の履修を志願する者があるときは、大学院の教育研究に支障の

ない場合に限り、研究科委員会の意見を聴き、学長がこれを許可することがある。 

2 科目等履修生が履修した授業科目等について、試験に合格したときは所定の単位を与えることができる。 

3 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。 

 (研究生) 

第５７条 大学院において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、大学院の教育

研究に支障のない場合に限り、研究科委員会の意見を聴き、学長がこれを許可することがある。 

2 研究生に関する必要な事項は、別に定める。 

 (科目等履修生等の取扱い) 

第５８条 科目等履修生等は、大学院学則及びその他の諸規則を遵守しなければならない。 

   

 附 則 

 

 この学則は、平成4年4月1日から施行する。 

 

（略） 
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附 則 

 

 この学則は、令和6年4月1日から施行する。 

 

別表第1 法学研究科授業科目及び単位数 

 

（略） 

 

別表第2 工学研究科授業科目及び単位数 

 

（略） 

 

別表第3 スポーツ科学研究科授業科目及び単位数 

 

（略） 

 

※「別表第3 スポーツ科学研究科授業科目及び単位数」については、40ページのⅡ 大学院履修要項「１．修

士課程 2026年度 （１）開講科目担当教員表」を閲覧してください。 
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〇桐蔭横浜大学学位規程 

（平成4年4月1日制定） 

最終改正：令和6年4月1日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 学位規則（昭和28年文部省令第9号）第13条第1項の規定に基づき、桐蔭横浜大学（以下「本学」とい

う。）学則、桐蔭横浜大学大学院（以下「本大学院」という。）学則に定めるもののほか、本学が授与する学

位について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とし、学部、学環、研究科ごとに次のとおりとす

る。 

（１）学士の学位 

法学部      学士（法学） 

医用工学部      学士（工学） 

スポーツ健康政策学部 学士（スポーツ健康政策学） 

スポーツ科学部     学士（スポーツ科学） 

現代教養学環     学士（学術） 

（２）修士の学位 

法学研究科   修士（法学） 

工学研究科  修士（工学） 

スポーツ科学研究科 修士（スポーツ科学） 

（３）博士の学位 

法学研究科  博士（法学） 

工学研究科  博士（工学） 

２ 学位の名称を用いるときは、本学名を附記するものとする。 

（学士の学位授与の要件） 

第３条 学士の学位は、本学学則の定めるところにより、本学を卒業した者に授与する。 

（修士の学位授与の要件） 

第４条 修士の学位は、本大学院学則の定めるところにより、修士課程を修了した者に授与する。 

（課程博士の学位授与の要件） 

第５条 博士の学位は、本大学院学則の定めるところにより、博士後期課程を修了した者に授与する。 

２ 本大学院博士後期課程に所定の標準修業年限以上在学し、研究科が指定する授業科目を修得して、かつ、

必要な研究指導を受けて退学し、退学後3年以内に学位論文を提出した者にも、前項により学位を授与する。 

（論文博士の学位授与の要件） 

第６条 前条に定めるもののほか、博士の学位は、学位論文を提出して論文の審査に合格し、かつ、本大学院

博士後期課程の修了者と同等以上の学力があると確認された者に授与する。 

第２章 学士の学位 

（学士の学位記） 

第７条 学長は、本学学則による卒業要件を満たした者に対して、学士の学位を授与する。 

2 学士の学位記は、別紙様式1 学士の学位記による。 

 第３章 修士の学位 

（修士の学位申請書） 
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第８条 第4条により修士の学位論文（以下「修士論文」という。）の審査を受けようとするときは、修士論文

の提出に先立ってあらかじめ学位申請書を提出しなければならない。 

２ 学位申請書は、修士論文提出期限の3か月前までに、指導教授又は准教授の承認を得て、学長に提出する

ものとする。 

３ 修士の学位申請書は、別に定める。 

（修士の論文提出） 

第９条 修士論文の審査を受けようとする者は、本学所定の様式に基づき作成された以下の各号に定める書類

及びデータを学長に提出しなければならない。 

（１）修士論文 

（２）論文要旨（1,000字程度） 

２ 修士論文は、あらかじめ指定された日時までに提出しなければならない。 

（修士の論文審査） 

第１０条 修士論文の審査は、研究科委員会に置く審査委員会が行う。 

２ 審査委員会は、研究科委員会が選出する3名以上の当該論文に関連する修士課程の授業科目担当の教授、

准教授又は講師で構成し、そのうち1名を主査とする。ただし、論文の専門性に鑑み、研究科委員会が必要

と認めるときは、当該研究科以外の研究者又は実務専門家を審査委員として選定することができる。 

３ 審査委員会は、審査が終了したとき、修士論文審査報告書を研究科委員会に提出するものとする。 

４ 修士論文審査報告書は、別に定める。 

（修士の最終試験） 

第１１条 修士の学位に関する最終試験は、審査委員により修士論文を中心にこれに関連する科目について行

うものとする。 

２ 最終試験は、口頭又は筆答試験によって行う。 

３ 審査委員会は、最終試験の結果を「合格」又は「不合格」のいずれかで、研究科委員会に報告するものと

する。 

（修士の学位授与） 

第１２条 研究科委員会は、前2条に基づき、学位を授与できるか否かの意見を学長に述べる。 

２ 前項の意見は、出席者の過半数の同意を必要とする。 

３ 学長は、研究科委員会の意見を聴き、修士の学位の授与を判定する。 

（修士の学位記） 

第１３条 学長は、前条の決定に基づき、修士の学位記を授与する。 

２ 修士の学位記は、別記様式2 修士の学位記による。 

 第４章 博士の学位 

（課程博士の学位申請書） 

第１４条 第5条第1項により博士の学位論文（以下「博士論文」という。）の審査を受けようとするときは、

博士論文の提出に先立ってあらかじめ課程博士学位申請書を提出しなければならない。 

２ 課程博士学位申請書は、博士論文提出期限の3か月前までに、指導教授又は准教授の承認を得て、学長に

提出するものとする。 

３ 課程博士の学位申請書は、別に定める。 

（課程博士の論文提出） 

第１５条 博士論文の審査を受けようとする者は、本学所定の様式に基づき作成された以下の各号に定める書

類及びデータ等を学長に提出しなければならない。 

（１）博士論文 

（２）論文の要旨（2,000字程度） 
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（３）論文の概要（和文及び欧文・300字程度） 

（４）論文目録 

（５）履歴書 

２ 博士論文は、あらかじめ指定された日時までに提出しなければならない。 

（課程博士の論文審査） 

第１６条 博士論文の審査は、研究科委員会に置く審査委員会が行う。 

２ 審査委員会は、研究科委員会が選出する3名以上の当該論文に関連する博士後期課程の研究指導科目担当

の教授又は准教授で構成し、そのうち1名を主査とする。ただし、論文の専門性に鑑み、研究科委員会が必

要と認めるときは、当該研究科以外の研究者又は実務専門家を審査委員として選定することができる。 

３ 審査委員会は、審査が終了したとき、課程博士論文審査報告書を研究科委員会に提出するものとする。 

４ 課程博士論文審査報告書は、別に定める。 

（課程博士の最終試験） 

第１７条 博士の学位に関する最終試験は、審査委員により博士論文を中心に行うものとする。 

２ 最終試験は、博士論文審査報告書の提出後2週間以内に行う。 

３ 最終試験は、口頭又は筆答試験によって行う。 

４ 審査委員会は、最終試験の結果を「合格」又は「不合格」のいずれかで、研究科委員会に報告するものと

する。 

（課程博士の学位授与） 

第１８条 研究科委員会は、前2条に基づき、学位を授与できるか否かの意見を学長に述べる。 

２ 前項の意見は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 

３ 学長は、研究科委員会の意見を聴き、博士の学位の授与を判定する。 

（課程博士の学位記） 

第１９条 学長は、前条の決定に基づき、博士の学位記を授与する。 

２ 前条の決定に基づき授与する博士の学位記は、別記様式3 課程博士の学位記による。 

３ 博士の学位を授与できない者には、その旨を通知する。 

（論文博士の学位申請） 

第２０条 第６条に定める博士論文の審査を受けようとする者は、本学所定の様式に基づき作成された以下の

各号に定める書類及びデータ等を学長に提出しなければならない。 

（１）博士の学位申請書 

（２）博士論文 

（３）論文の要旨（2,000字程度） 

（４）論文の概要（和文及び欧文・300字程度） 

（５）論文目録 

（６）履歴書 

（７）第28条に定める審査手数料 

2 前項の申請は、随時行うことができるものとする。 

（論文博士の論文受理） 

第２１条 前条の規定により必要書類の提出があったときは、学長は研究科長と協議のうえ、その論文を審査

すべき研究科を指定し、その研究科委員会にその審査を付託する。 

（論文博士の学力確認） 

第２２条 前条により博士論文が受理されたときは、研究科委員会は第6条の学力の確認を行わればければな

らない。 

２ 学力の確認は、博士論文の研究分野に関連のある授業科目の担当教授又は准教授3名以上の委員により行
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い、うち1名が主査となる。 

３ 学力の確認は、原則として口頭又は筆答試験により行うものとする。ただし、学位申請書の学歴、研究業

績などによって確認を行う場合には、学力の確認のための試験を省略することができる。 

４ 第5条第2項による博士論文の提出が、博士後期課程を退学した日から5年以内であった場合には、学力の

確認のための試験を免除することができる。 

５ 研究科委員会は、第2項の委員の報告に基づいて学力の確認を決定する。 

（論文博士の論文審査等） 

第２３条 学位申請者の博士論文の審査、試験及び学位授与の決定などについては、第16条から第18条を準用

する。 

（論文博士の学位記） 

第２４条 学長は、前条の判定に基づき、博士の学位記を授与する。 

２ 前条の判定に基づき授与する博士の学位記は、別記様式4 論文博士の学位記による。 

３ 博士の学位を授与できない者には、その旨を通知する。 

（博士の学位授与の報告） 

第２５条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与してから3か月以内に、学位授与報

告書を文部科学大臣に提出するものとする。 

（博士の審査要旨等の公表） 

第２６条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3か月以内に、その論文

の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。 

（博士の論文公表） 

第２７条 博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位の授与を受けた日から1年以内に、その論文を印

刷公表するものとする。ただし、学位の授与を受ける前に既に印刷公表したときは、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者で、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認

を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、その

論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

（審査手数料） 

第２８条 第6条による博士論文の審査手数料は、別表のとおりとする。 

２ 前項にかかわらず、第5条第2項による場合で、退学後3年以内の者については、審査手数料を免除する。 

３ 既に納入した審査手数料は、返還しない。 

 第５章 修士及び博士の学位論文の保管 

（修士及び博士の学位論文の保管） 

第２９条 修士又は博士の学位の授与を受けた者は、その同意のもと、当該学位論文又は関係する著作物を、

大学図書館に納本するものとする。 

２ 博士の学位の授与を受けた者は、その同意のもと、当該学位論文又は関係する著作物を機関リポジトリに

登録するものとする。 

 第６章 修士及び博士の学位の取消し 

（修士及び博士の学位の取消し） 

第３０条 修士又は博士の学位を授与された者に、次の事実があると認められたときは、学長は研究科委員会

の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。 

（１）不正の方法による学位の授与を受けたとき。 

（２）名誉を汚す行為があったとき。 

２ 前項の研究科委員会の議決は、第18条第2項によって行うものとする。 
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 附 則 

この規程は、平成4年4月1日から施行する。 

 

（略） 

 

附 則 

この規程は、令和6年4月1日から施行する。 

 

別表（論文博士の審査手数料） 

 

第28条による論文博士の審査手数料 150,000円 
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別記様式２ 修士の学位記 
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別記様式３ 課程博士の学位記 
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別記様式４ 論文博士の学位記 
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１．桐蔭横浜大学大学院スポーツ科学研究科の概要 

 

（１）名    称   桐蔭横浜大学大学院 スポーツ科学研究科 

 

（２）位    置   横浜市青葉区鉄町1614番地 桐蔭横浜大学内 

 

（３）大学院の目的 

  本研究科は、体育・スポーツの現代的諸問題の解決・実現に指導的役割を果たす人材を「高度専門的

職業人」と定義し、スポーツ科学の専門知識をさらに充実・発展させた各職場で要求されるより高い専

門的知識や技能を修得し、その成果を的確かつ柔軟に問題解決できる能力を有する高度専門的職業人を

育成することを目的としている。 

 

（４）課    程   修 士 課 程   

 

（５）修士課程の概要 

 

①趣  旨 

 スポーツ科学の専門知識をさらに充実・発展させた各職場で要求されるより高い専門的知識や技能を

修得し、その成果を的確かつ柔軟に問題解決できる能力を有する高度専門的職業人を育成する。 

 

②標準修業年限  標準修業年限は２年とする。 

③入学定員   スポーツ科学専攻   １０名 

④専攻内容   修士課程専攻案内参照 

⑤修了要件 

 

修士課程の修了要件は、修士課程に２年以上在学し、専攻科目について必修を含む３０単位以上を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

 

⑥学  位 

 

修士課程を修了した者には、「修士（スポーツ科学）」の学位が授与される。 

 

（６）奨学金制度 

 

①日本学生支援機構 

  日本学生支援機構奨学金の貸与制度が適用される。 

  詳細は学生係に問い合わせること。 

 

②そ の 他 

  神奈川県等地方自治体、財団及び会社等による奨学金がある。 

  詳細は学生係に問い合わせること。 
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２．専攻案内 

スポーツ科学専攻 －修士課程－ 

  本研究科では、スポーツ科学1専攻とし、スポーツ科学に関する高度に専門的な研究・教育を進める

ためにスポーツ健康科学領域、スポーツ文化科学領域の２領域による教育・研究を展開する。 

 

①スポーツ健康科学領域 

  健康を維持するための身体的メカニズム及び医・科学的知識、運動療法、スポーツ栄養、健康・ス

ポーツ工学等に対する専門知識を深めるとともに、対象に合致した適切な運動プログラムやトレーニ

ング機器の開発・指導等に関わる能力の養成を目指す。さらに、生涯スポーツに関する運動習慣の獲

得方法等を研究・実践できる能力の養成を目指す。 

 

②スポーツ文化科学領域 

  多様な社会スポーツ環境の充実・振興のための諸政策・施策、社会スポーツの管理運営と経営、ス

ポーツマネジメント論、メデｲア論など、人文科学・社会科学的側面から多角的に研究する。また、現

代社会の抱える教育問題に関心があり、スポーツでその問題解決することを目指す教員や指導者とな

ることを強く希求する人材育成を目指す。 

スポーツ科学研究科教員の専門分野と講義科目 

担  当  教  員 専  門  分  野 講  義  科  目 

（スポーツ健康科学領域）  

教 授 河﨑 賢三 
スポーツ医学 

再生医療 

スポーツ科学特論 スポーツ医学特論 スポーツ健康科学演習Ⅲ 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 桜井 智野風 
運動生理学 

スポーツ科学 

スポーツ科学特論   運動生理学・生化学特論 

トレーニング・運動処方学特論    

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 成田 崇矢 

スポーツ医学  

理学療法 

腰痛治療 

スポーツ科学特論   スポーツ理学療法学特論    

スポーツ健康科学演習Ⅲ   特別研究演習Ⅰ    

特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 林田 はるみ 
女性とスポーツ 

運動生理学 

スポーツ科学特論 スポーツ教育サポート演習  

ヘルスデザイン特論   

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 廣瀬 立朗 運動生理学 スポーツ健康科学演習Ⅰ   スポーツ健康科学演習Ⅳ  

教 授 吉鷹 幸春 コーチ学 スポーツコーチ学特論 

准教授 尾山 裕介 応用健康科学 
健康体力学特論   スポーツ科学特論 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

准教授 小山 桂史 バイオメカニクス 
バイオメカニクス特論   スポーツ健康科学演習Ⅰ 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ    研究指導 

准教授 清水 智美 臨床生理学  基礎生理学 スポーツ健康科学演習Ⅳ  

准教授 吉野 昌恵 スポーツ栄養学 スポーツ栄養学特論   スポーツ健康科学演習Ⅱ 

専任講師 溝上 拓志 スポーツアナリティクス スポーツ情報学特論 

専任講師 廣澤 聖士 スポーツデータサイエンス スポーツ情報学特論 



- 27 - 

 

（スポーツ文化科学領域） 

教 授 李 禧承 教育工学  教育方法学 
学習指導特論 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 今泉 隆裕 スポーツと宗教 
身体と文化特論  

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 亀岡 聖朗 
環境心理学 

教育心理学 

対人関係心理学特論   スポーツ文化科学演習Ⅱ    

スポーツ科学特論   特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ    

研究指導 

教 授 佐藤 豊 体育科教育学 
保健科教育学特論   学校スポーツ演習Ⅱ   特別研究演習Ⅰ 

特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 齋藤 れい 
スポーツマネジメント 

スポーツマーケティング 

スポーツマネージンメント学特論 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 清水 由 体育科教育学 体育科教育学特論   学校スポーツ演習Ⅰ 

教 授 日比野 暢子 
スポーツ政策学 

スポーツ社会学 障害学 

スポーツ科学特論  スポーツ政策学特論    

スポーツ文化科学演習Ⅳ  スポーツ教育サポート演習 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

教 授 並木 浩一 メディア論 表象文化論 身体とメディア特論    

准教授 福浦 一男 文化人類学 
スポーツ文化人類学特論   スポーツ文化科学演習Ⅲ 

特別研究演習Ⅰ   特別研究演習Ⅱ   研究指導 

専任講師 矢野 康介 
スポーツ心理学 

健康心理学 
スポーツ心理学特論   スポーツ文化科学演習Ⅰ 
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３．諸手続について 

 

(１)学籍上の異動に関する手続について 

 

休学、復学、退学等、学生としての身分に関する異動については、それぞれ事由を付して学長に願い

出て、その許可を得なければ認められません。学生生活上最も重要な事項ですので、願い出をする際は

事前に指導教員および学務係に相談して下さい。 

 

①休学願 

病気その他特別な理由により、引き続き２ヶ月以上修学することが困難な場合は、休学することが

できます。休学期間は原則として6ヶ月以上1年以内とし、その期間は在学年数に算入されません。 

 休学しなければならない事態に至った場合は、指導教員と相談の上、休学願を提出してください。

休学願には、保証人連署の上、その理由を証明する書類を添付する必要があります。 

 なお、休学期間中の授業料等については学則第44条に従い、次の通りとなります。 

休学期間 休学願提出期限 学費明細 学費免除額 

前 期 

1月1日（※前年度）～5月31日 

在 籍 料 5万円 

施設設備費 全額免除 

実験実習費 全額免除 

6月1日～9月20日 

授 業 料 免除なし 

施設設備費 免除なし 

実験実習費 免除なし 

後 期 

8月1日～11月30日 

在 籍 料 5万円 

施設設備費 全額免除 

実験実習費 全額免除 

12月1日～3月31日 

授 業 料 免除なし 

施設設備費 免除なし 

実験実習費 免除なし 

 

※休学の項および学則第44条参照 

※特別な理由がある場合は、審査によって納入額を軽減することがあります。 

※休学願の提出期日は、学務係での受理をもって判断いたします。 

※休学期間は半期ごとで区切られており、１年間休学したい場合も半期ごとに申請しなければなりま

せん。 

 

②復学願 

  休学期間が経過し、事情が好転した場合には、復学願に保証人連署の上、（休学事由が病気の場合は、

修学に差し支えない旨の診断書を添えて）学務係まで提出してください。 

種 類 用 途 提出期限 提出先 

復学願 
復学を希望する場合 

（復学の項および学則第45条参照） 
復学を希望する日の10日前 学務係 
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③ 退学願 

   特別な事情等により修学できなくなり、退学しようとするときは、指導教員と相談の上、退学願

を学務係まで提出してください。退学願には、保証人連署の上、学生証を添えてください。 

 

種 類 用 途 提出期限 提出先 

退学願 
退学を希望する場合 

（退学の項および学則第48条参照） 
退学を希望する日の10日前 学務係 

 

 (２)証明書について 
各種証明書の取扱窓口、手数料等は次のとおりです。手数料は証明書自動発行機で納め、出力され

る申請書を各取扱窓口に提出してください。証明書の種類によっては、交付までに日数を要するもの
がありますので余裕を持って申し込んでください。特に年末年始や長期休暇前は混雑しますので、早
めに申し込んでください。 

証明書自動発行機 稼働時間 

 

  平 日 午前9時～午後5時 

 

  土曜日・日曜日・祝日・その他休校日の取扱はしません。 

    

変更などが発生した場合は掲示や学内情報ホームページで連絡します。 

証明書の種類 用  途 
取扱窓

口 
手 数 料 交 付 日 

在学証明書 

就職・進学等 学務係 
１通につき 

２００円 

受付の翌日(午後)以降 

成績証明書 

単位修得証明書 

修了証明書 

修了見込証明書 

教育職員免許状 

取得見込証明書 

学生証（再交付） 
学生証の紛失、 

汚損・破損等 

学生係 

1,000 円 

健康診断書 就職・進学等 ２００円 

学生割引証 ※１ 
帰省、旅行、学

会、クラブ活動等 
不 要 証明書自動発行機で即時 

通学証明書 ※２ 
通学定期券の 

購入 
不 要 受付当日 

 

※１ 学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証） 

  学校学生生徒旅客運賃割引証（以下「学割証」という。）は、ＪＲ路線の片道 101 ㎞以上の区間を乗車

船するときに利用できるもので、運賃（普通乗車（乗船）券）が２割引になります。発行は一度に４枚、

年間 10 枚までで、有効期間は発行日から３ヶ月以内です。なお、学割証が利用できるのは、次の場合に

限ります。 

①大学休暇中の帰省または旅行 

②実験・実習等の正課の教育活動 

③大学で認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課以外の教育活動 

④就職または進学のための受験等 

⑤大学が修学上適当と認めた見学または行事への参加 

⑥病気治療その他修学上支障となる問題の処理等 

⑦その他、大学が適当と認めた場合 
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  なお、学割証の他人への譲渡は禁止されています。万一、学割証の不正使用が見つかった場合は、

以後の学割証の発行が停止され、そのうえ通常運賃の３倍の追徴金を課せられることになりますので、十

分注意して下さい。また、期限切れの学割証は利用できませんので、利用の際は有効期限に注意して下さ

い。 

※２ 通学証明書 

①JRおよび私鉄の通学定期券 

購入の際には、通学証明書が必要です。学生係備え付けの「通学証明書」に必要事項を記入の上、学生係

で証明印を受け、定期券売場にて学生証を添えて購入してください。学生証裏面のシールには、定期券を購

入する前に必要事項（学籍番号、氏名、現住所、通学区間）を必ず記入しておいてください。なお、購入で

きる乗車区間は、現住所の最寄駅と大学の最寄駅との最短距離となります。アルバイト等の関係で廻り道を

するような区間の購入はできません。また、学生証裏面の「通学定期乗車券発行控」の欄が一杯になったら、

学生係まで申し出てください。  

②バスの通学定期券 

 購入の際には、通学証明書が必要です。学生係備え付けの「通学証明書」に必要事項を記入の上、学生係で

証明印を受け、定期券売場にて学生証を添えて購入してください。 
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(３)その他の手続・届出等 

その他、手続・届出等が必要なものは、次の通りです。 

種    類 用   途 提 出 期 限 提出先 

身
上
関
係
等 

住所 

変更届 

学生本人または保証人 

の住所を変更した場合 桐蔭ユニバーサルパスポート（学内ポー

タルサイト）で学籍情報変更手続きを行

ってください。不明な点は学務係までお

問合せください。 

学務係 保証人 

変更届 
保証人を変更した場合 

改姓名届 氏名を変更した場合 

課
外
活
動
関
係
・
そ
の
他 

校舎内時

間外使用

申請 

（許可）

書 

研究・クラブ活動等で夜間、

本学施設を使用する場合 

使用を希望する日の窓口対応時間迄に学

生係備え付けの「校舎内時間外使用申請

（許可）書」を記入後提出 

総務係 

施設使用

許可願 

クラブ活動等で、本学施設を

使用する場合 

使用を希望する日の前日までに学生係備

え付けの「施設使用許可願」を記入後提

出 
部活動

支援課 
学外活動

許可願 

学外でクラブ活動等を行う場

合 

活動する日の1週間前までに学生係備え

付けの「学外活動許可願」を記入後提出 

学外活動

報告書 

学外で行ったクラブ活動等の

報告 

活動後１週間以内に学生係備え付けの

「学外活動報告書」を記入後提出 

自転車・ 

バイク 

通学 

申請書 

自転車またはバイクで通学す

る場合 

自動車・バイク通学を始める前に 

「自動車・バイク通学」記入後提出 

学生係 

被害届 
学内で盗難等の被害に遭った

場合 
被害発生後、速やかに連絡 

学生保険

に関する

書類 

学生保険の対象となる事故が

発生した場合 
事故発生後、速やかに連絡 

教室 

使用届 

研究・クラブ活動等で教室を

使用する場合 

使用を希望する日の前日（休日の場合は

2日前）までに桐蔭ユニバーサルパスポ

ート（学内ポータルサイト）から「教室

使用届」を出力し、必要事項を記入後提

出 

 

◎事務窓口受付時間 

本学の事務窓口の受付時間は、次のとおりです。 

 

・平 日  9:00 ～ 17:00 

 

なお、土曜日、日曜日、祝祭日、休校日の受付は行いません。 
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図書館について 
 大学図書館は、法学・医用工学・スポーツ科学系の専門書を中心に所蔵約19万冊、413席の閲覧席を備える 

学園の中央図書館です。壁面のガラスタイルから常に柔らかな光が降りそそぎ、周囲の樹々の緑を眺めつつ、

落ち着いて読書を楽しみ、勉学に励むことができます。積極的にご活用ください。 

 

■大学図書館について（図書館HP: https://ufinity.toin.ac.jp） 

 

1．開館時間 

開館時間 
月～土曜日 9：00～20：00 

※日曜・祝日は休館です。 

大学授業日にあたる祝日は 

20：00まで特別開館を実施 

サービス 

受付時間 
月～土曜日 9：00～19：00 資料の館外貸出、文献複写等※ 

※プリペイド式コピーカード利用時は、19時以降も複写、PC印刷が可能 

2．図書館の場所・入館方法 

（1）Ⅰ号館隣の建物が大学図書館です。 

  Ⅰ号館に面した赤い手すりの階段を上がって下さい。 

  階段を上がった2階奥が図書館の入口です。 

（2）図書館入口の入館ゲート右側のスリッ 

トに学生証を通して入館してください。 

（3）学生証を忘れたときは、入口ゲート脇のチャイム 

 を鳴らして係員にお知らせください。学生証の貸借、 

他人の学生証による不正利用は絶対にやめてください。 

 

3．図書の貸出し 

（1）図書（書籍・資料を含む）の貸出冊数、期間は以下の通りです。 

対 象 者 貸出冊数 貸出期間 貸出しの延長(更新) 

大学院生 20冊まで 4週間 1回(4週間) 

 

（2）図書を借りる際は、学生証を持参し、2階カウンターにお持ちください。 

（3）5冊以上借りたい場合、また、期限内に返却できない場合など、カウンターにて遠慮なくご相談ください。

貸出冊数の増加、期間延長等の特別対応が可能です。 

（4）利用したい図書が貸出中の場合はカウンターにて予約ができます。図書が返却され次第、学生用

Gmailにてご連絡します。また、オンラインサービス(個人認証機能)により、図書館ホームページか

らも予約・更新の申込みができます。 

（5）貸出図書を延滞している場合には、新たな貸出しはできません。 

（6）図書館ホームページ専用フォームから館外貸出無料郵送サービスの申込みができます。 

   貸出冊数･期間：1人2冊･4週間(カウンターでの貸出冊数とは別にカウント） 
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4．雑誌の貸出し 

（1）文芸誌、評論誌等の一般雑誌については、最新号を除き、3冊まで1週間の貸出しができます。 

（2）学術雑誌、研究紀要については、汚･破損及び紛失防止のため、原則として貸出しはしていません。 

5．図書の返却 

（1）返却期限内に必ず返却してください。返却手続きをせず、書架に直接戻しても返却したことにはなりません。 

（2）借用中の図書は本人が責任をもって管理してください。紛失や延滞の原因になりますので、又貸し

は絶対にしないでください。 

（3）図書を紛失、破損、汚損したときは、すみやかに申告してください。原則として、同じ図書により

弁償していただきます。 

 

■文献複写、印刷について 

（1）「複写申込書」に記入のうえ、係員の了解のもとで、コピー室(2階、カウンター隣)の複写機を使用

してください。 

利用時間 
[プリペイド] いつでも利用可 

[現 金 払 い] 9:00～19:00 (月～土) 

料   金 
 1枚10円 

 (200円25度数、500円70度数、1,000円150度数のお得なプリペイドカードあり)。 

 

（2）著作権法第31条(図書館等における複製)の規定により、図書館にて複写物を提供できるのは下記の

範囲内のみです。 

  - [複写目的]：利用者の調査研究のためであること 

  - [複写対象]：図書館の所蔵資料に限ること 

  - [複写部数]：一人につき一部のみ 

  - [複写範囲]：著作物の一部分(半分以下)のみ (全体のコピーは不可) 

         ※ただし、定期刊行物に掲載された論文については、最新号を除き、 

個々の論文全体を複製することができます。 

 

■オンライン・サービス(個人認証機能)について 

（1）図書館ホームページより個人認証機能を利用することができます。これは、図書館をより便利に使うた

めのパーソナルサービスで、大学院生は以下の機能を利用できます。 

- 貸出更新 (貸出期間の延長) 

  - 予約依頼 (大学図書館の貸出中の蔵書が対象) 

  - 学生用図書購入申込み 

  - 新着通知メール (新着図書・雑誌の通知) 

  - ブックマーク (検索結果の保存) 

（2）ログインID: 情報処理演習室のパソコンにログインするID、パスワードと同じです。 
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■図書館利用にあたってのマナー 

 図書館は書物を通じて自分自身と向き合う場所です。他の利用者への配慮を忘れず、協力して快適な

環境を創り出しましょう。 

（1）館内では静粛にしてください(参考閲覧室、グループ閲覧室等は会話可)。 

（2）携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定してください(館内での通話は禁止)。 

（3）館内での食事・喫煙は厳禁です。水分補給(ペットボトル、水筒など密閉できる容器に限る)はＯＫです。 

（4）長時間席を離れるときは、荷物を置いたままにしないでください。また、貴重品は必ず携行してくださ

い。紛失、盗難について、図書館は一切責任を負いません。 

（5）ソファーや床に寝転ぶのはやめてください。 

（6）図書館内の図書、備品・設備は大切に扱ってください。 

（7）省エネルギー、節電にご協力ください。 
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■館内マップ、閲覧用設備の利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階 

① 

② 
① 新聞･週刊誌 

② 新着図書コーナー 

③ 所蔵資料･PC印刷用

コピー機 

④ 持ち込み資料用 

コピー機 

③ ④ 

【1】情報検索用ＰＣ 

【2】視聴覚ブース 

【3】個人用閲覧席 

（緑枠内の座席） 

【2】 

【1】 

【3】 ※赤枠の場所に 

 スポーツ科学関係 

書籍所蔵 

② 

③ 

① ※赤枠の場所に 

 スポーツ科学・教

育 

関係雑誌所蔵 

 

① 学術雑誌コーナー 

②｢桐蔭横浜大学の 

  躍進！」コーナー 

③ 小･中･高教科書 

      コーナー 

【3】 

【4】 ※利用申込み[鍵貸出] 

⇒カウンターまで 

【3】個人用閲覧席 

（緑枠内の座席） 

【4】研究個室(※) 

研 究 個 
室 

学
術
雑
誌 

学
校
教
科
書 
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施設名称 場 所 備 考 

【1】 情報検索用PC 2階（13台） 

参考閲覧室にPC12台を設置しています。各種データベース、電子

ジャーナル等を閲覧できます。印刷も可(1枚10円)。 

参考閲覧室では友達と相談しながら学習できます。 

【2】 視聴覚ブース 2階（9台） 

スポーツ、日本文化等のドキュメンタリーを中心としたDVD約

1000タイトルを所蔵。個人ブースにて視聴できます。一部は館外

貸出も可。 

【3】 個人用閲覧席 各階（87席） 
各階に学習に集中できる個人用閲覧席を用意しています。ノート

パソコンを使用する場合は、ポータブル電源をお貸しします。 

【4】 研究個室 1階（4部屋） 

電源コンセントあり。3時間まで利用可(延長可) 

※食事及び喫煙は禁止です。閉館後に私物を置いたままにする 

ことはできません。 

【5】 グループ閲覧室 B1階（2部屋） 

グループ学習のために複数人で利用できます。ホワイトボード、

大型液晶ディスプレイを備えています。 

3時間まで利用可(延長可) 

※食事及び喫煙は禁止です。また、談笑の場ではありません。周囲の

迷惑とならぬよう、話し声の大きさには十分注意してください。 

【5】-1 

【5】-2 

【3】個人用閲覧席 

（緑枠内の座席） 

【3】 

グループ閲覧室 

(2部屋) 

※利用申込み[鍵貸出] 

⇒カウンターまで ※入庫時、カウンターにて学生証を提示。 

使用後は書架灯を消灯してください。 

※赤枠の場所に 

 スポーツ科学・教

育 

関係書籍・雑誌所

蔵 

大型図書 
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【参考】データベースの利用について 

 

図書館では、新聞記事データベース、法律・判例データベースをはじめ、以下のような利用価値の高

いデータベースを導入しています。学内ネットワークに接続している端末から利用できます。一部を除

き、学外からの利用はできません。なお、同時接続数の制限がある場合があります。 

 ※利用終了時は必ず「ログアウト」をクリックしてください。 

 

【論文検索・新聞記事データベースほか】 

1．CiNii Research  [https://cir.nii.ac.jp/]  [学外接続可] 

 学術文献の総合データベースです。全国の大学図書館が所蔵する本の情報や、学協会誌・研究紀要な

ど約5,200万件以上の論文情報の検索ができ、｢日本の博士論文をさがす｣等の横断検索もできます。各大

学で電子公開されている研究紀要等へのリンクがあります(国立情報学研究所提供)。 

 

2．J-DreamIII  [https://jdream3.com/university/ip-login.html] [学外可]⇒ﾕﾆﾊﾟ参照 

 日本最大の科学技術文献データベースです。医学・薬学を含む科学技術のほぼ全分野にわたって国内

外の文献情報を検索でき、論文ごとに概要(抄録)を作成し、索引を付与しています。外国文献にも日本語で標

題や抄録等を作成しているため、日本語キーワードにより検索できるのも特色です(同時接続は2アクセ

スまで)。 

 

3．国会図書館デジタル化資料送信サービス [https://dl.ndl.go.jp/]  

 国立国会図書館がデジタル化した画像の閲覧ができるサービスです。絶版等の理由で入手が困難な図

書・古典籍・雑誌・博士論文を閲覧できます。インターネットで公開されているのは一部のみで、大学

図書館の専用端末からより多くのデジタル化文献を利用できます（専用端末による操作は図書館員が行

います）。 

 

4．朝日新聞クロスサーチ [https://xsearch.asahi.com/] [学外接続可]⇒ﾕﾆﾊﾟ参照 

 新聞記事データベースです。1879(明治12)から今日までの朝日新聞記事を検索できます。各地域面も

網羅、朝刊は午前9時頃収録(東京本社版)されます。AERA(1988～)、週刊朝日(2000～)、知恵蔵も収録し

ています(同時接続は2アクセスのみ)。 

 ＊新聞記事検索データベースは、ほかに、1986(昭和61)から今日までの読売新聞記事を検索できる   

｢ヨミダス(平成以降）」もあります。 

 

【法律データベース】 

1．判例秘書INTERNET [https://www.legal-info.com/] 

 判例検索及び主要法律雑誌を検索(閲覧)できる法律文献データベースです。『判例タイムズ』、『金融・

商事判例』、『金融法務事情』、『銀行法務』、『ジュリスト』、『判例百選』、『法学教室』、『労働判例』、『邦文法律

雑誌記事索引』、『六法全書』、『最高裁判所判例解説』INTERNET の閲覧ができます(LIC 提供)。 

 ＊利用後は必ずログアウトしてください(同時接続2アクセス)。 

 

2．LEX/DBインターネット [https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/ACLogin.aspx] 

 明治8年の大審院判例から今日までに公表された判例や行政機関などの審決・採決を検索できる判例データ

ベースです。民事法、民事特別法、公法、社会経済法、刑事法のすべての法律分野を収録しています(TKC 提供)。 
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3．Super法令Web [https://ls.lawlibrary.jp/LS/Loginform.aspx?G=1] 

 法務省編纂の法規集『現行日本法規』に基づいた法令データベースです。平成 14 年以降の全法令の

改正履歴を収録し、新旧対照表の閲覧ができます(ぎょうせい提供)。 

 

4．法律文献総合INDEX [https://www.horitsujiho.jp/hobsgateway/GatewayAuth.aspx?method=03] 

 法律文献･判例評釈情報を収録した書誌データベースです。『法律時報』(月刊)に掲載された文献情報､

判例評釈情報とTKCが独自に収集した法律関係の書籍､雑誌､報告書､新聞等に掲載された文献情報を網羅

的に 収録しています(日本評論社提供)。 

 

5．Lexis+  [学外接続可]⇒図書館にて学外接続できるID発行（詳細は図書館受付まで） 

[https://signin.lexisnexis.com/lnaccess/app/signin?back=https://advance. 

lexis.com:443/&aci=la] 

 英米法のデータベースです。米国連邦･州の法令、規則、判例に加え、主要な地域の法令､判例などを

収録しています。主要英字新聞も検索できます(LexisNexis 提供)。 

 

6．JURIS online  [http://n-online.jp/juris-new/toin/] 

 ドイツ法のデータベースです。ドイツとEUの現行及び過去の法律、政令、命令、行政規則や、各種裁

判所裁判例(全文)と審級関係、雑誌論文要旨リンク、文献目次リンク等を幅広く検索できます(N-Online

取扱)。 

 

【桐蔭学園電子図書館】 

1．KinoDen [https://kinoden.kinokuniya.co.jp/toinlib/] [学外可]⇒図書館HP参照 

 KinoDen(キノデン)は、紀伊國屋書店が提供する学術書を中心とした電子書籍サービスです。大学生向

け 教養書を中心に本学が購入した約540タイトルを閲覧できます(随時追加)。また、未購入のタイトルについ

ても50 頁まで試し読みができます。 

 

2．LibrariE [https://web.d-library.jp/toinlib/] [学外可]⇒図書館HP参照 

 LibrariE(ライブラリエ)は、桐蔭学園全体で利用できる電子図書館サービスです。一般書・英語多読テキスト

など約816タイトルを利用できます。インターネット接続中の端末であれば、いつでもどこからでも電子書籍

の貸出･閲覧･返却･予約ができます。 
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■図書館をもっと活用するために 

 

利用したい文献が 

図書館にないとき 

利用を希望する図書が大学図書館にない場合、学園内の中高図書室から取寄せできま

す。また、他大学図書館等への利用紹介状を発行できます。市内・県内の大学

図書館には利用紹介状不要の図書館もあります。詳細はカウンターまで。 

図書館に本を入れて 

 ほしいとき 

学生用図書の購入希望を受付けています。カウンター備付けの購入申込書やオンライ

ンサービス(個人認証機能)により購入依頼ができます。 

グループ討議 
グループ閲覧室(B1階･2室、8人まで)を利用できます。カウンターにて利用申込

み(3時間まで/授業利用優先) 

休憩したいとき 
図書館エントランスに休憩コーナー(大型ソファ7脚)があります。飲み物はOK、 

食べ物は入口下の1階自販機前にて。 

授業に役立つ本 
各学部シラバス(授業計画書)に掲載されている参考文献を幅広く収集していま

す。 

何か面白い本は? 
毎月100冊前後の学生向け選定図書を受入れ、2階カウンター前に展示していま

す(新着図書コーナー)。 

ニュースを知る 
朝日新聞、日本経済新聞、神奈川新聞など主要日刊新聞10紙を購読していま

す。スポーツ新聞もあります。 

電子書籍を読む 

電子書籍3種を無料で読めます。LibrariE (一般書･英語多読図書など816冊)、

KinoDen (学術書教養書540冊)、eBook Library (臨床検査、スポーツ科学系の 

動画51種) ⇒詳細は、図書館HP｢電子図書館｣へ 

充電したいとき 
スマホ､タブレット､ノートPC等の充電ができるポータブル電源(Jackery400、5

台)をカウンターにて貸出しています。 

インターネットを 

利用したいとき 

大学校舎と同じように、TUY2020から、ユーザー名：学籍番号、パスワード：大学

のGmailログインパスワードで、図書館内どこからでもwi-fi接続できます。 

各種の利用相談 
他大学の図書館を利用したいとき、県内の図書館から本を取り寄せたいときなど、 

資料や図書館に関することは遠慮なくご相談ください(2階カウンターまで)。 
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Ⅱ  大 学 院 履 修 要 項  
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１．修士課程 2026年度 

（１）開講科目担当教員表 

 

・（※）は専修免許取得に必要な科目である。専修免許取得希望者は、この中から最低24単位を修得する必要がある。 

・共通科目（必修科目）8単位、研究指導2単位・所属領域の展開科目及び演習科目（含：学校スポーツ演習）のうち

から12単位・他所属領域の展開科目及び演習科目のうちから8単位以上、計30単位以上を履修すること。 

前 後 前 後

スポーツ科学特論（※） 日比野、林田、河﨑、成田、桜井、亀岡、尾山 2 2

特別研究演習Ⅰ（※）
河﨑、桜井、林田、成田、小山、亀岡、今泉、佐藤、

日比野、福浦、李、斎藤、尾山
2 2

特別研究演習Ⅱ　(■） 研究指導担当教員 2 2

スポーツ教育サポート演習（※）研究科長、専攻長 2 2

健康科学特論（※） 櫻井　拓也（非常勤講師） 2 2

運動生理学・生化学特論（※） 桜井　智野風 2 2

スポーツ医学特論 河﨑　賢三 2 2

スポーツ栄養学特論 吉野　昌恵 2 2

バイオメカニクス特論 小山　桂史 2 2

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・運動処方学特論（※） 桜井　智野風 2 2

スポーツ理学療法学特論 成田　崇矢 2 2

スポーツコーチ学特論（※） 吉鷹　幸春 2 2

スポーツ情報学特論 溝上・廣澤 2 2

障害者スポーツ医科学特論 橘　香織（非常勤講師） 2 2

健康体力学特論 尾山 裕介 2 2

ヘルスデザイン特論 林田　はるみ 2 2

体育科教育学特論（※） 清水　由 2 2

保健科教育学特論（※） 佐藤　豊 2 2

身体とメディア特論 並木　浩一 2 2

スポーツ心理学特論（※） 矢野　康介 2 2

生涯スポーツ特論（※） 稲益　大悟（非常勤講師） 2 2

スポーツ政策学特論 日比野　暢子 2 2

スポーツ社会学特論 渡　正（非常勤講師） 2 2

スポーツマネージメント学特論 齋藤　れい 2 2

スポーツ文化人類学特論 福浦　一男 2 2

身体と文化特論 今泉　隆裕 2 2

対人関係心理学特論 亀岡　聖朗 2 2

スポーツ哲学特論 波多腰 克晃（非常勤講師） 2 2

学習指導特論 李　禧承 2 2

学校スポーツ演習Ⅰ 清水　由 2 2

学校スポーツ演習Ⅱ（※） 佐藤　豊 2 2

スポーツ健康科学演習Ⅰ（※） 廣瀬・小山 2 2

スポーツ健康科学演習Ⅱ 吉野　昌恵 2 2

スポーツ健康科学演習Ⅲ 河﨑・成田 2 2

スポーツ健康科学演習Ⅳ（※） 清水・廣瀬 2 2

スポーツ文化科学演習Ⅰ（※） 矢野　康介 2 2

スポーツ文化科学演習Ⅱ 亀岡　聖朗 2 2

スポーツ文化科学演習Ⅲ（※） 福浦　一男 2 2

スポーツ文化科学演習Ⅳ 日比野　暢子 2 2

研究指導担当教員 2 2

必修

1年次学

期

2年次学

期
専攻 科目区分 授業科目 担当教員

単位数 標準履修年次

選択

スポーツ
科学専攻

共通科目

展開科目

スポーツ健康科学領域

演習科目

研究指導　(■）

スポーツ文化科学領域

共通領域

スポーツ健康科学領域

スポーツ文化科学領域
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・（■）の科目の履修年次学期について、次の通り取り扱う。 

「特別研究演習Ⅱ」および「研究指導」の標準履修年次学期はそれぞれ、1年次後期と2年次後期であるが、これらの授

業科目は標準履修年次学期以降であれば、学期にとらわれずに履修することができる。ただし、授業科目の順序性を考

慮し、「特別研究演習Ⅱ」を履修後に「研究指導」を履修すること。これらの授業科目を同時期に履修することはできな

い。 

 

研究指導担当教員  

 

スポーツ健康科学領域 

河﨑 賢三、桜井 智野風、成田 崇矢、林田はるみ、尾山 裕介、小山 桂史 

  

スポーツ文化科学領域 

  李 禧承、今泉 隆裕、亀岡聖朗、齋藤れい、佐藤 豊、日比野暢子、福浦 一男 
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（２）履修案内 

 

１．履修申告について 

授業を受けるためには、定められた期間内にユニパで履修手続をしなければならない。履修申告さ

れていない授業科目は、たとえ授業に出席しても、試験を受けることはできず、単位も認定されない。 

  病気その他やむを得ない事情により、定められた期間内に手続ができない場合は、手続期限前に

学務係に連絡すること。事前の連絡がなく提出期限が過ぎた履修申告書は、一切受け取らない。 

 

２．分野別共通科目の履修について 

  いずれの専門分野においても、英語の論文を読解し、英語で研究発表する能力が要求される。 

 

３．学部の科目履修について 

  学部の科目を履修し、教員免許等の資格を取得する際は学部のハンドブックを参照すること。 

 

４．成績評価について 

 S、A、B、C、Dによる評価 

①申告された授業科目の履修成績は、各担当教員による成績評価の方法と基準によって合格か不合格か

が認定される。成績の採点は、100点満点で行われ、60点以上を合格とし、その授業科目の単位が与え

られる。 

  成績評価の表示はS、A、B、C、Dによって行われ、その点数区分は以下のとおりです。 

   S：90点以上100点 

A：80点以上90点未満 

   B：70点以上80点未満 

   C：60点以上70点未満 

   D：60点未満（不合格） 

②成績は上記評価により、学期ごとに次の学期始めに本人に開示される。 

 

５．休講、授業連絡、事務連絡等について 

  休講、補講、集中講義、あるいは試験日程など授業に関連した一般的な連絡、または、特定の学生

に対する呼出し・連絡などは、すべて掲示板を通じて行われる。掲示内容に疑問があれば、ただちに学

務係の窓口もしくは担当教員に連絡すること。 

 

＊本学のホームページでも休講・補講情報が閲覧できる。 

 

パソコン https://unipa.toin.ac.jp/uprx/ 
呼出しや授業連絡、学位論文などについては掲示板でしか知ることのできない内容も多いので、

必ず掲示板を見るようにすること。 

 

◎ スポーツ科学研究科掲示板は、Ⅰ号館4階に設置されている。 

 

授業時間 1 2 3 4 5 

月～土の時間 

8 ：50 

～ 

10：35 

10：45 

～ 

12：30 

13：00 

～ 

14：45 

14：55 

～ 

16：40 

16：50 

～ 

18：35 
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スポーツ科学研究科 

修士論文作成の手引 
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１.大学院における研究活動のプロセス 

大学院修士課程修了までのプロセスは以下のとおりである。 

詳細なスケジュールについては改めて説明がある。 

 

 

 

修士課程の修了要件は「修士課程に2年以上在学すること」である。この要件を満たす場合には、事

前に研究科長に申し出ることによって、9月修了に向けた論文審査日程を前期に設けることができる。 
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2. 各種研究計画進捗状況発表会について 

 

1)研究構想発表会 

 発表者は初年度の8月の指定日までに「研究計画書」（様式3）を提出しなければならない。 

【研究計画書について】 

提出場所 学務係窓口 

作成要領 以下の通り  ※データではなく紙で出力したもの 

 

(1) 研究計画書は、当該研究テーマの背景・枠組み(文献 review)、研究の目的、具体的

な研究方法など、学位論文のための研究計画を著すものである。 

(2) 研究計画書の構成内容は、「研究課題」、「研究目的」、「研究方法」、「予想される結果」

から構成する。予備実験等の結果があればそれも含む。 

 

a. 研究課題 

 

b. 研究目的  

 研究の背景、根拠、目的等に言及し、研究の意義や重要性とともに何をどこまで明らか

にしようとするのかを簡明に説明する。記載順序や章立て等については、1 概括的導入、

2 背景となる情報、3 自分の研究へのつなぎ、4 問題提起、5 研究仮説の提示、6 用語の

定義等を示す。 

 

c. 研究方法 

 研究方法とその論理的根拠や仮説を示す。実験(調査)方法は、他の研究者により本研究

の検証が実施可能なように詳述する。    

 記述内容としては、1 実験参加者、2 実験変数(独立変数、従属変数)、実験装置、調

査・テストなど、3 手順(従属変数のデータ収集の全手順)、 4 実験計画と分析方法(独立

変数の設定と従属変数の分析方法)、 5 実験仮説等、自然科学系に共通する形式で、社会

科学や人文科学系の詳細は分野各々の記述方法に従い記述する。 

 

d. 予想される結果 

 本研究によってどのような結果が得られると思うなどを記述する。 

※なお、大学院における調査・実験等は研究倫理委員会の審査を受けなければならない。

これは学位審査の条件である。 
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2) 論文中間発表会 

 修士１年次において、「研究計画書」を提出し、研究構想発表会にて発表の者のみ、修士

2年次 の 8 月に修士論文の論文中間発表会にて発表する。発表者は 8 月の指定日までに

「中間報告書」（様式5）を提出しなければならない。 

 

【中間報告書について】 

提出場所 学務係窓口 

作成要領 以下の通り  ※データではなく紙で出力したもの 

 

a.論文の構成  

表紙に西暦年度、論文題名、氏名、指導教員名を記し、以下の順序で綴じる。  

①表紙(「中間報告書」の下に題名、著者名、日付) 

②要約（和文要約800字以内、和文キーワード5つ以内） 

③目次 

④本文 

⑤付録資料  

 

b.修士論文が未だ構想中の場合には、その目次と概要を必ず示すこと。 

 中間報告書が、最終的な修士論文の一部(たとえば前半部の数章)にそのまま該当できる

ことが望ましい。  
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３. 学位論文について 

 

１)学位申請書 

 修士学位論文の提出に先立ち「学位申請書」(様式６)を提出しなければならない。同時

に、論文要旨（1,000字程度）（様式７）を提出する。 

※ 学位申請書提出後の題目変更は基本的には認めない。指導教員とよく相談のうえ決定

すること。ただし、査読結果によっては認める場合がある。 

 

２）修士論文の仮提出 

提出場所 学務係窓口 

提出方法 (1)仮提出論文は冊子を３部作成し、提出する。作成書式に関して

は下記に示す「修士論文の作成様式」を参照のこと。 

(2)仮提出論文の本文のページには通し番号をつける。この際、表

紙を開始１ページとして下部中央に記入する。また、本文の各

ページに行番号を付ける。 

(3)仮提出論文は、学生証を持参の上、本人が提出のこと。代理人

の提出は認めない。指定された日時に遅れた場合は一切受け付

けない。 

 

３)修士論文の本提出、主査・副査の意見に関する回答書の提出 

提出場所 学務係窓口 

提出方法 (1)本提出論文は冊子を４部（３部は論文審査に使用、１部は研究

科保管用として使用）と、和文または英文要旨（様式７：1000字

程度）３部を作成し、提出する。作成論文の書式に関しては下記

に示す「修士論文の作成様式」を参照のこと。 

(2)本提出論文の本文のページには通し番号をつける。ページは本

文を開始１ページとして下部中央に記入する。本提出論文に

は、各ページに行番号は付けないこと。 

(3)主査・副査の訂正が入った仮提出論文の実物を提出する。  

(4)「主査・副査の意見に関する回答書」については、Ａ４サイズ

に、指摘内容とそれに対する回答を記載のうえ、本提出論文と同

時に各３部（論文審査に使用）を提出すること。 

(5)本提出論文は、学生証を持参の上、本人が提出のこと。代理人

の提出は認めない。指定された日時に遅れた場合は一切受け付け

ない。 

 

 ※修士論文は本提出後の訂正は一切認めない。しっかりチェックして提出すること。 
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修士論文の作成様式 

 

修士論文の原稿作成は、主として日本体育・スポーツ・健康学会（複合領域に該当）機

関紙「体育学研究」の「「体育学研究」投稿の手引き（オンライン用）」における「Ⅲ．原

稿の作成 ３．本文」に準ずるものとする。上記手引きは以下のURLに常時掲載されてい

る。 

https://taiiku-gakkai.or.jp/wp-content/uploads/2017/12/jjpehss_tebiki20170610.pdf 

 

原稿は主として上記に従って作成するものとする。ただし、「Ⅲ．原稿の作成」の「1．フ

ォーマットと文字数」および「4. 図表，動画，写真，その他の資料（付録などを含む）

の作成」に該当する部分については、本研究科修士論文の実態に合わせて以下の通りとす

る。 

 

１）修士論文の原稿はMS Wordで作成するものとし、A4 判横書き、原則として、全角40 

字 30 行のページ設定とする。1枚目は表紙とし、題目、著者名等を日本語と英語で

記す。2枚目は英文要旨、3枚目はその和訳、4枚目は目次とし、5枚目から本文とす

る。ランニングタイトルは不要である。なお、表紙目次、要旨、本文については書式

ファイルがあるので、それらに基づいて作成すること。片面印刷とする。 

 

２）図表、写真、その他の資料（付録などを含む）には、それぞれに通し番号とタイトル

をつけ、本文とは別に番号順に一括する。図表、写真、その他の資料（付録などを含

む）の参照箇所は、本文中にそれぞれの番号を明記すること。 

 

３）本文中での文献の記載は、原則として著者・出版年方式（author-date method）とす

る。また文献リストは、本文の最後に著者名のアルファベット順に一括する。引用お

よび注記の方法は上記「投稿の手引き」に従う。 

 

４．審査・試験について 

 

１）修士論文審査 

主査と副査が提出された修士論文に対して、「修士論文審査結果報告書」（様式８）により

評価される。評価はS、A、B、C、Dの5段階で行われ、C以上が修士論文審査における合格

となる。合格者は最終試験（口頭試験）を受けることができる。 

 

２）最終試験（口頭試験） 

主査と副査が学位申請者に対して口頭試験を行う。30分程度を目安とするが主査の指示に

よる。「最終試験結果報告書」（様式９）により評価される。評価は合格、不合格で行われ

る。なお、修了判定の結果は2月末頃に発表される。 

 

３）審査の観点 

・研究テーマが論文内容を反映している。 

・研究倫理に則った研究である。 

・研究の独創性、新規性が認められる。 
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・研究方法の選択、実行は適切になされている。 

・仮説に対する証明は的確、適切になされている。 

・論文の技術的要件（図表、引用文献、出典の明記等）を満たしている。 

・研究の限界と今後の課題に対する認識が認められる。 

 

５．修士論文発表会（公聴会）について 

最終試験（口頭試験）の合格者は修士論文発表会（公聴会）にて発表する。そこで優秀賞

が選考される。 
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（様式1） 

 

スポーツ科学研究科 

研究指導教員 希望申請書 
 

 

年   月   日 

 

スポーツ科学研究科長 御中 

 

【申請者】 

学 籍 番 号  

氏   名  

 

 

【研究指導を希望する教員名】 

第 １ 希 望  

第 ２ 希 望  

※指導を希望する教員からすでに了解を得ている場合、第2希望は空欄。 
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（様式2） 

 

スポーツ科学研究科 

研究課題報告書 
 

年   月   日 

 

スポーツ科学研究科長 御中 

 

【申請者】 

学 籍 番 号  

氏    名                      

指 導 教 員 名                      

 

 

【研究課題】（仮題でも可） 
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（様式3） 

 

研  究  計  画  書 

学籍番号  氏 名  

指導教員                

研 究 

課 題 

 

 

 

 

研 究 

目 的 

 

 

研 究 

方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される 

結果 
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（様式4） 

 

スポーツ科学研究科 

主査・副査希望申請書 
 

年   月   日 

 

スポーツ科学研究科 御中 

 

学 籍 番 号  

氏    名                   

 

 

【主査(1名)・副査(2名)】 

主 査 名                   

副 査 名                   

副 査 名 

(指導教員) 
                  

※副査の１名は指導教員。 

※主査および副査のどちらかは同一分野教員とすること。 
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（様式5） 

 

中 間 報 告 書 

学籍番号  氏 名  

指導教員                
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（様式6） 

 

 指導教員  

 

申請日：    年  月  日 

 

 桐蔭横浜大学 

  学 長   森 朋子  殿 

 

                申請者 

                  入学年度        年度 

                  学籍番号            

                   大学院スポーツ科学研究科 

                    スポーツ科学専攻 

                  氏  名               

 

 

学 位 申 請 書 
 

 

論文題目 

 

 

 

 

 

 

 

 私は、このたび修士（スポーツ科学）論文の審査を受けたいので、審査くださるよ

うお願いします。 

 

 

 

※ 倫理審査を受けた証明書類を示すこと。あるいはそれが不要であると思われる場合、そのこと

を示す書類が必要である。 

※ 論 文 の 題 目 が 外 国 語 の 場 合 は 、 和 訳 を （  ） で 付 記 す る こ と 。  
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（様式7） 

 

論文要旨 

 

スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻  

  

学籍番号                 氏  名               

 

（1000字程度） 

（要旨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※和文または英文にて作成すること。 
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（様式8） 

修士論文審査結果報告書 
 

桐蔭横浜大学 

学 長  森 朋子  殿 

  年  月  日 

 

 

学位申請者 

 

 

スポーツ科学研究科 スポーツ科学専攻 

学 籍 番 号  

氏 名 
 

申 請 学 位 修 士（スポーツ科学） 

 

 

論 文 題 目 

 

 

 

指摘事項 

 

 

 

 

 

 

成 績 S     A     B     C     D 

※成績C以上が修士論文審査における合格となる。合格者は最終試験（口頭試験）を受けることができ

る。 

 

主  査                  

 

副  査                  

 

副  査                  
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（様式9） 

 

最終試験結果報告書 
 

桐蔭横浜大学 

学 長  森 朋子  殿 

  年  月  日 

 

 

学位申請者 

 

 

スポーツ科学研究科 スポーツ科学専攻 

学 籍 番 号  

氏 名 
 

 

申 請 学 位 

 

 

修 士（スポーツ科学） 

 

 

 

論 文 題 目 

 

 

 

 

 

 修士論文審査 最終試験（口頭試験） 

年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年   月   日  

判  定 
 

 

 

 

審査内容 

 

 

 

 

 

 

※論文審査の判定はＳＡＢＣＤ、最終審査の判定は、「合格」「不合格」の標語で記入する

こと。コメントがあれば簡単に記入すること。 

※修士論文審査の判定は、修士論文審査結果報告書で記載した判定と同じものを記載する

こと。 

主  査                  

 

副  査                  

 

副  査                  



 

 

●Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


